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交通死亡事故多発警報（県南地域）の発令について 

 

１ 概要 

県南地域において、８月７日（月）から８月１３日（日）までの７日間で、交通死

亡事故が、５件発生（５人死亡）し、交通死亡事故多発警報における県南地域警報の

発令基準（１０日間で５件）に達したことから、本日付けで、交通死亡事故多発警報

を県南地域に発令しました。 

本日から、交通死亡事故抑止のための広報啓発活動等の緊急対策を実施します。 

 

２ 発令期間 

 令和５年８月１４日（月）から令和５年８月２０日（日）までの７日間 

 

３ 交通死亡事故多発警報の発令状況 

   ※令和５年１月以来、約７か月ぶりの発令 

 

４ 交通死亡事故抑止緊急対策事業実施要綱に基づく発令基準 

  （１０日間の死亡事故が下表に示す件数） 

全 県 

警 報 

高齢者 

警 報 

地   域   警   報 

県北地域 県央地域 鹿行地域 県南地域 県西地域 

９件 ６件 ４件 ４件 ４件 ５件 ５件 

 

年 発令回数 発 令 期 間 警報の種類 

令和元年 ２回 
  ８月23日 ～ ８月29日 

  12月20日 ～ 12月26日 

県央地域 

県南地域 

令和２年 １回   １月25日 ～ １月31日 高 齢 者 

令和３年 ０回 発令なし  

令和４年 ０回 発令なし  

令和５年 ２回 
１月16日 ～ １月22日 

【今回】 ８月14日 ～ ８月20日 

県央地域 

県南地域 


